
資料・最高裁３－６

通常第一審における開廷回数が１０回以上である必要的弁護事件の庁別終局人員（地裁）

平成９年 10 11 12 13

845      939      902      916      1,164    
東 京 地 裁 本 庁 133      155      159      192      206      
東 京 地 裁 八 王 子 支 部 17       11       13       19       19       
横 浜 地 裁 本 庁 20       40       27       48       62       
横 浜 地 裁 川 崎 支 部 6        22       5        2        4        
横 浜 地 裁 横 須 賀 支 部 1        2        3        -        3        
横 浜 地 裁 小 田 原 支 部 5        13       5        1        5        
横 浜 地 裁 相 模 原 支 部 -        1        -        3        -        
さいたま地裁 本 庁 12       19       25       17       24       
さいたま地裁 川 越 支 部 1        -        11       1        8        
さいたま地裁 熊 谷 支 部 2        1        4        1        3        
さいたま地裁 越 谷 支 部 2        6        4        4        2        
さいたま地裁 秩 父 支 部 -        -        -        -        -        
千 葉 地 裁 本 庁 9        14       10       23       22       
千 葉 地 裁 松 戸 支 部 7        5        7        4        9        
千 葉 地 裁 木 更 津 支 部 -        1        -        -        -        
千 葉 地 裁 八日市場支部 -        -        1        -        -        
千 葉 地 裁 佐 倉 支 部 -        -        -        -        -        
千 葉 地 裁 一 宮 支 部 -        -        -        -        -        
千 葉 地 裁 館 山 支 部 -        -        -        -        -        
千 葉 地 裁 佐 原 支 部 -        -        -        -        -        
水 戸 地 裁 本 庁 8        16       9        6        9        
水 戸 地 裁 土 浦 支 部 2        1        1        -        5        
水 戸 地 裁 下 妻 支 部 1        2        -        1        -        
水 戸 地 裁 日 立 支 部 -        -        -        -        -        
水 戸 地 裁 龍 ケ 崎 支 部 -        -        -        -        -        
水 戸 地 裁 麻 生 支 部 -        -        -        -        -        
宇 都 宮 地 裁 本 庁 5        7        5        7        8        
宇 都 宮 地 裁 栃 木 支 部 1        1        4        5        -        
宇 都 宮 地 裁 足 利 支 部 -        -        -        -        -        
宇 都 宮 地 裁 真 岡 支 部 -        -        -        -        -        
宇 都 宮 地 裁 大 田 原 支 部 -        -        -        1        3        
前 橋 地 裁 本 庁 3        -        2        4        10       
前 橋 地 裁 桐 生 支 部 -        -        -        -        1        
前 橋 地 裁 高 崎 支 部 3        1        -        1        -        
前 橋 地 裁 沼 田 支 部 -        -        -        -        -        
前 橋 地 裁 太 田 支 部 2        -        1        1        1        
静 岡 地 裁 本 庁 9        5        3        3        16       
静 岡 地 裁 沼 津 支 部 2        2        1        3        5        
静 岡 地 裁 浜 松 支 部 13       6        2        6        4        
静 岡 地 裁 富 士 支 部 1        -        -        -        5        
静 岡 地 裁 下 田 支 部 -        -        -        -        1        
静 岡 地 裁 掛 川 支 部 -        -        -        -        -        
甲 府 地 裁 本 庁 3        6        5        8        39       
甲 府 地 裁 都 留 支 部 -        -        -        -        1        
長 野 地 裁 本 庁 2        -        2        -        2        
長 野 地 裁 上 田 支 部 3        1        2        -        -        
長 野 地 裁 松 本 支 部 1        -        -        -        2        
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長 野 地 裁 諏 訪 支 部 -        -        -        -        3        
長 野 地 裁 飯 田 支 部 1        1        3        -        -        
長 野 地 裁 佐 久 支 部 -        -        -        -        -        
長 野 地 裁 伊 那 支 部 -        2        -        -        -        
新 潟 地 裁 本 庁 2        3        4        1        11       
新 潟 地 裁 新 発 田 支 部 -        1        -        -        -        
新 潟 地 裁 長 岡 支 部 -        1        1        -        3        
新 潟 地 裁 高 田 支 部 -        -        -        -        -        
新 潟 地 裁 三 条 支 部 -        1        -        -        -        
新 潟 地 裁 佐 渡 支 部 -        -        -        -        -        
大 阪 地 裁 本 庁 110      150      181      160      163      
大 阪 地 裁 堺 支 部 10       15       22       20       18       
大 阪 地 裁 岸 和 田 支 部 1        3        5        3        7        
京 都 地 裁 本 庁 61       58       38       22       43       
京 都 地 裁 舞 鶴 支 部 -        -        -        -        -        
京 都 地 裁 園 部 支 部 -        -        -        -        -        
京 都 地 裁 宮 津 支 部 -        -        -        -        -        
京 都 地 裁 福 知 山 支 部 -        -        -        -        -        
神 戸 地 裁 本 庁 23       29       16       13       27       
神 戸 地 裁 尼 崎 支 部 12       9        8        8        15       
神 戸 地 裁 姫 路 支 部 9        3        14       5        12       
神 戸 地 裁 豊 岡 支 部 1        2        -        4        2        
神 戸 地 裁 洲 本 支 部 -        -        -        -        -        
神 戸 地 裁 伊 丹 支 部 -        1        1        2        -        
神 戸 地 裁 明 石 支 部 -        3        2        1        1        
神 戸 地 裁 柏 原 支 部 -        1        -        -        -        
神 戸 地 裁 社 支 部 -        -        -        -        -        
神 戸 地 裁 龍 野 支 部 -        -        -        -        -        
奈 良 地 裁 本 庁 2        10       2        4        4        
奈 良 地 裁 葛 城 支 部 2        1        4        3        -        
奈 良 地 裁 五 條 支 部 1        -        -        -        -        
大 津 地 裁 本 庁 11       5        11       13       9        
大 津 地 裁 彦 根 支 部 -        -        -        1        1        
大 津 地 裁 長 浜 支 部 1        -        1        -        -        
和 歌 山 地 裁 本 庁 5        9        6        8        23       
和 歌 山 地 裁 田 辺 支 部 -        1        -        1        -        
和 歌 山 地 裁 御 坊 支 部 -        -        -        1        1        
和 歌 山 地 裁 新 宮 支 部 -        -        -        -        -        
名 古 屋 地 裁 本 庁 38       50       33       35       39       
名 古 屋 地 裁 一 宮 支 部 2        7        6        1        -        
名 古 屋 地 裁 岡 崎 支 部 5        7        3        -        1        
名 古 屋 地 裁 豊 橋 支 部 3        2        -        2        6        
名 古 屋 地 裁 半 田 支 部 1        -        1        -        2        
津 地 裁 本 庁 -        3        3        3        1        
津 地 裁 四 日 市 支 部 4        1        1        -        2        
津 地 裁 松 阪 支 部 -        -        -        -        -        
津 地 裁 上 野 支 部 -        -        -        -        -        
津 地 裁 伊 勢 支 部 -        1        -        -        -        
津 地 裁 熊 野 支 部 -        -        -        -        -        
岐 阜 地 裁 本 庁 14       9        17       11       5        
岐 阜 地 裁 大 垣 支 部 5        1        -        -        1        
岐 阜 地 裁 高 山 支 部 1        -        -        -        -        
岐 阜 地 裁 多 治 見 支 部 -        -        -        -        2        
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岐 阜 地 裁 御 嵩 支 部 -        -        -        -        -        
福 井 地 裁 本 庁 1        2        3        1        3        
福 井 地 裁 武 生 支 部 -        -        -        -        -        
福 井 地 裁 敦 賀 支 部 -        -        -        -        -        
金 沢 地 裁 本 庁 2        11       3        5        6        
金 沢 地 裁 七 尾 支 部 1        -        1        -        -        
金 沢 地 裁 小 松 支 部 -        -        2        -        -        
金 沢 地 裁 輪 島 支 部 1        -        -        -        -        
富 山 地 裁 本 庁 2        4        2        -        5        
富 山 地 裁 高 岡 支 部 -        1        3        2        1        
富 山 地 裁 魚 津 支 部 -        -        -        -        -        
広 島 地 裁 本 庁 33       29       17       18       20       
広 島 地 裁 呉 支 部 2        -        4        3        1        
広 島 地 裁 尾 道 支 部 1        -        1        -        -        
広 島 地 裁 福 山 支 部 3        7        2        7        3        
広 島 地 裁 三 次 支 部 1        -        -        -        -        
山 口 地 裁 本 庁 1        2        2        3        6        
山 口 地 裁 岩 国 支 部 1        -        -        -        1        
山 口 地 裁 下 関 支 部 1        -        1        1        7        
山 口 地 裁 徳 山 支 部 1        1        -        1        -        
山 口 地 裁 萩 支 部 -        -        -        -        -        
山 口 地 裁 宇 部 支 部 -        -        -        -        -        
岡 山 地 裁 本 庁 24       7        13       16       23       
岡 山 地 裁 津 山 支 部 1        -        -        1        -        
岡 山 地 裁 倉 敷 支 部 2        -        1        3        2        
岡 山 地 裁 新 見 支 部 -        -        -        -        -        
鳥 取 地 裁 本 庁 1        -        1        -        4        
鳥 取 地 裁 米 子 支 部 -        4        -        3        5        
鳥 取 地 裁 倉 吉 支 部 -        -        -        -        -        
松 江 地 裁 本 庁 1        3        7        8        7        
松 江 地 裁 出 雲 支 部 -        -        1        -        -        
松 江 地 裁 浜 田 支 部 -        1        -        -        -        
松 江 地 裁 益 田 支 部 -        -        -        -        -        
松 江 地 裁 西 郷 支 部 -        -        -        -        -        
福 岡 地 裁 本 庁 32       23       28       20       37       
福 岡 地 裁 飯 塚 支 部 3        -        3        2        1        
福 岡 地 裁 久 留 米 支 部 4        3        3        3        7        
福 岡 地 裁 小 倉 支 部 4        1        2        10       10       
福 岡 地 裁 直 方 支 部 -        -        -        -        1        
福 岡 地 裁 柳 川 支 部 -        -        -        1        1        
福 岡 地 裁 大 牟 田 支 部 3        -        -        -        -        
福 岡 地 裁 八 女 支 部 -        -        -        -        -        
福 岡 地 裁 行 橋 支 部 -        -        -        -        -        
福 岡 地 裁 田 川 支 部 -        -        -        -        -        
佐 賀 地 裁 本 庁 7        3        8        7        6        
佐 賀 地 裁 唐 津 支 部 -        -        -        -        1        
佐 賀 地 裁 武 雄 支 部 -        -        1        2        -        
長 崎 地 裁 本 庁 4        2        -        10       10       
長 崎 地 裁 佐 世 保 支 部 1        -        -        1        5        
長 崎 地 裁 大 村 支 部 -        -        -        -        -        
長 崎 地 裁 島 原 支 部 -        1        -        1        1        
長 崎 地 裁 平 戸 支 部 -        -        -        -        -        
長 崎 地 裁 壱 岐 支 部 -        -        -        -        -        
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長 崎 地 裁 福 江 支 部 -        -        -        -        -        
長 崎 地 裁 厳 原 支 部 -        -        -        -        -        
大 分 地 裁 本 庁 6        3        3        8        8        
大 分 地 裁 中 津 支 部 1        -        -        1        1        
大 分 地 裁 杵 築 支 部 -        -        -        -        -        
大 分 地 裁 佐 伯 支 部 -        -        -        -        -        
大 分 地 裁 竹 田 支 部 -        -        -        -        -        
大 分 地 裁 日 田 支 部 1        -        -        -        -        
熊 本 地 裁 本 庁 11       13       10       3        5        
熊 本 地 裁 八 代 支 部 -        1        2        -        -        
熊 本 地 裁 玉 名 支 部 -        -        -        -        -        
熊 本 地 裁 山 鹿 支 部 -        -        -        -        -        
熊 本 地 裁 宮 地 支 部 -        -        -        -        -        
熊 本 地 裁 人 吉 支 部 -        -        4        -        -        
熊 本 地 裁 天 草 支 部 2        1        -        -        -        
鹿 児 島 地 裁 本 庁 13       5        3        1        3        
鹿 児 島 地 裁 名 瀬 支 部 1        -        -        -        -        
鹿 児 島 地 裁 加 治 木 支 部 -        -        1        -        1        
鹿 児 島 地 裁 知 覧 支 部 -        -        -        -        -        
鹿 児 島 地 裁 川 内 支 部 -        -        -        2        -        
鹿 児 島 地 裁 鹿 屋 支 部 -        -        -        1        -        
宮 崎 地 裁 本 庁 4        7        4        12       10       
宮 崎 地 裁 都 城 支 部 -        1        -        1        -        
宮 崎 地 裁 延 岡 支 部 -        -        -        2        4        
宮 崎 地 裁 日 南 支 部 -        -        -        -        -        
那 覇 地 裁 本 庁 5        5        7        4        4        
那 覇 地 裁 沖 縄 支 部 3        2        1        3        1        
那 覇 地 裁 平 良 支 部 -        -        -        -        1        
那 覇 地 裁 石 垣 支 部 -        -        -        -        -        
那 覇 地 裁 名 護 支 部 -        -        -        -        -        
仙 台 地 裁 本 庁 6        11       3        6        10       
仙 台 地 裁 古 川 支 部 -        1        1        -        1        
仙 台 地 裁 石 巻 支 部 1        -        -        -        1        
仙 台 地 裁 大 河 原 支 部 -        -        -        -        -        
仙 台 地 裁 登 米 支 部 -        -        -        -        -        
仙 台 地 裁 気 仙 沼 支 部 -        -        -        -        -        
福 島 地 裁 本 庁 1        -        1        -        2        
福 島 地 裁 郡 山 支 部 -        1        3        3        -        
福 島 地 裁 白 河 支 部 -        -        -        -        -        
福 島 地 裁 会津若松支部 -        1        -        -        1        
福 島 地 裁 い わ き 支 部 1        -        1        1        -        
福 島 地 裁 相 馬 支 部 -        -        -        -        -        
山 形 地 裁 本 庁 2        2        2        7        4        
山 形 地 裁 米 沢 支 部 -        -        -        -        -        
山 形 地 裁 鶴 岡 支 部 -        -        -        -        1        
山 形 地 裁 酒 田 支 部 1        1        -        -        -        
山 形 地 裁 新 庄 支 部 -        -        -        -        -        
盛 岡 地 裁 本 庁 -        -        3        -        2        
盛 岡 地 裁 一 関 支 部 -        -        -        1        -        
盛 岡 地 裁 花 巻 支 部 -        -        -        -        -        
盛 岡 地 裁 二 戸 支 部 -        -        -        -        -        
盛 岡 地 裁 遠 野 支 部 -        -        -        -        -        
盛 岡 地 裁 宮 古 支 部 -        -        -        -        1        
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盛 岡 地 裁 水 沢 支 部 -        -        1        -        -        
秋 田 地 裁 本 庁 1        -        -        1        2        
秋 田 地 裁 大 館 支 部 2        -        1        1        1        
秋 田 地 裁 横 手 支 部 -        -        -        -        -        
秋 田 地 裁 大 曲 支 部 -        -        -        -        -        
秋 田 地 裁 能 代 支 部 -        -        -        1        1        
秋 田 地 裁 本 荘 支 部 -        -        -        -        -        
青 森 地 裁 本 庁 1        2        2        3        6        
青 森 地 裁 弘 前 支 部 -        -        -        1        2        
青 森 地 裁 八 戸 支 部 1        3        -        -        1        
青 森 地 裁 五所川原支部 -        -        -        -        -        
青 森 地 裁 十 和 田 支 部 -        -        -        -        -        
札 幌 地 裁 本 庁 6        9        4        14       18       
札 幌 地 裁 岩 見 沢 支 部 1        -        -        -        -        
札 幌 地 裁 室 蘭 支 部 2        -        -        -        -        
札 幌 地 裁 小 樽 支 部 -        1        -        1        -        
札 幌 地 裁 滝 川 支 部 -        -        -        -        -        
札 幌 地 裁 浦 河 支 部 -        -        -        -        -        
札 幌 地 裁 岩 内 支 部 -        -        -        -        -        
札 幌 地 裁 苫 小 牧 支 部 -        -        -        -        -        
函 館 地 裁 本 庁 7        1        6        2        2        
函 館 地 裁 江 差 支 部 -        -        -        -        -        
旭 川 地 裁 本 庁 -        -        -        -        1        
旭 川 地 裁 名 寄 支 部 -        -        -        -        -        
旭 川 地 裁 紋 別 支 部 -        -        -        -        -        
旭 川 地 裁 留 萌 支 部 -        -        -        -        -        
旭 川 地 裁 稚 内 支 部 -        -        -        -        -        
釧 路 地 裁 本 庁 -        -        1        1        -        
釧 路 地 裁 帯 広 支 部 -        -        1        -        -        
釧 路 地 裁 網 走 支 部 -        -        -        -        -        
釧 路 地 裁 北 見 支 部 1        1        -        -        1        
釧 路 地 裁 根 室 支 部 -        -        -        -        -        
高 松 地 裁 本 庁 6        7        6        3        3        
高 松 地 裁 丸 亀 支 部 -        1        1        -        1        
高 松 地 裁 観 音 寺 支 部 -        -        -        -        1        
徳 島 地 裁 本 庁 7        2        5        3        2        
徳 島 地 裁 阿 南 支 部 -        -        -        1        -        
徳 島 地 裁 脇 町 支 部 -        -        1        -        -        
高 知 地 裁 本 庁 6        12       7        3        1        
高 知 地 裁 須 崎 支 部 -        1        -        -        -        
高 知 地 裁 安 芸 支 部 -        -        -        -        -        
高 知 地 裁 中 村 支 部 -        -        -        -        -        
松 山 地 裁 本 庁 5        9        10       9        2        
松 山 地 裁 西 条 支 部 2        1        4        3        1        
松 山 地 裁 宇 和 島 支 部 1        1        -        1        1        
松 山 地 裁 大 洲 支 部 -        -        -        -        -        
松 山 地 裁 今 治 支 部 -        -        -        -        1        

（注）１　実人員である。

　　　２　平成１３年は概数である。
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